
③包括支援課が主体となって、入学前

相談・在学生相談を実施する。 

④検討 

 ＊合理的配慮の検討  

関係部署 

入学前相談・在学生相談フローチャート 

 

 

            

 

 

入学予定者 

在学生 

保健センター 包括支援課 

【障がい学生支援推進部会審議】 

配慮・支援内容の決定 

 

 

 

【入学前相談・在学生相談】 

〇入学予定者・在学生 

〇当該学科等教員（クラス担任・指導教授） 

〇当該学部教務課長・教務課員 

〇包括支援課長・包括支援課員 

〇コーディネーター 

（必要に応じて 保健センター所長、関係部署） 

①修学上の配慮・支援申し出 

＊提出書類：「支援申請書」、診断書等 

＊試験等における配慮も含む。 

②連携 

⑥回答 

＊「修学上の配慮・支援事項

決定通知書」により通知 

＊同意書提出 

⑤報告 

科目担当教員 

⑦配慮についてのお願い 

＊「障がい学生への配慮について（お願い）」、

「修学上の配慮・支援希望事項」送付 

各学部教務課 

【障がい学生支援推進委員会】 

⑧連携 

＊障がい学生支援推進部会では学生個々の合理的配

慮の内容の検討を行う。 

＊障がい学生支援推進委員会では支援方針の策定等

を行う 

クラス担任 


